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女
性
活
躍
職
場
環
境
づ

女
性
活
躍
職
場
環
境
づ

く
り
補
助
金

く
り
補
助
金

問
　
人
権
課（
☎
（27）
２
７
３
０
）

　
市
内
の
個
人
事
業
主
や
中
小
企
業
者
な

ど
に
対
し
、
女
性
が
活
躍
で
き
る
職
場
環

境
を
整
備
す
る
た
め
の
経
費
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

※
申
請
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

対
象
経
費
　
工
事
費
、
備
品
購
入
費

※
交
付
決
定
前
に
着
手
し
た
経
費
は
対
象

外
で
す
。
経
費
に
は
最
低
金
額
な
ど
の
条

件
が
あ
り
ま
す

補
助
金
額
　
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内

※
上
限
額
は
50
万
円
で
、
千
円
未
満
は
切

り
捨
て
で
す

申
　
５
月
11
日（
月
）か
ら
令
和
９
年
１
月

22
日（
金
）ま
で
に
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添
え
て
直
接
人

権
課
へ

※
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す

※
申
請
書
は
人
権
課
に
あ
り
ま
す
。
市
HP

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

※
補
助
金
の
交
付
に
は
令
和
９
年
２
月
19

日（
金
）ま
で
に
事
業
を
完
了
し
、
報
告
書

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

問
　
Ｇ
Ｘ
推
進
課（
☎
（27）
５
５
９
６
）

　
市
内
で
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
の
被

害
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ

カ
ミ
キ
リ
は
、
サ
ク
ラ
や
ウ
メ
、
モ
モ
な

ど
の
バ
ラ
科
の
樹
木
に
寄
生
し
、
幼
虫
が

木
の
中
を
食
い
荒
ら
す
特
定
外
来
生
物
で

す
。
被
害
が
進
ん
だ
樹

木
は
、
枯
死
・
倒
木
の

危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
の
特
徴

　
体
全
体
が
光
沢
の
あ
る
黒
色
で
、
胸
部

（
首
部
）が
赤
色
で
す
。
体
長
は
触
角
を
含

め
ず
２
～
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
で
す
。

に
樹
木
に
侵
入
し
、
内
部
を
食
い
荒
ら
し

ま
す
。
被
害
を
受
け
た
木
の
根
元
に
は
、

フ
ラ
ス（
木
く
ず
と
ふ
ん
が
混
じ
っ
た
物
）

が
た
ま
り
ま
す
。

【
被
害
確
認
の
ポ
イ
ン
ト
】

●
フ
ラ
ス
が
出
て
い
る

●
木
の
種
類
が
サ
ク
ラ
、
ウ
メ
、
モ
モ
な

ど
バ
ラ
科
で
あ
る

●
成
虫
の
脱
出
孔
が
あ
る

駆
除
と
情
報
提
供
に
協
力
し
て
く
だ
さ
い

　
成
虫
や
フ
ラ
ス
を
見
つ
け
た
場
合
は
、

被
害
拡
大
防
止
の
た
め
駆
除
の
上
、
発
見

し
た
日
時
や
場
所
、
状
況
な
ど
の
情
報
提

供
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
可
能
で
あ
れ
ば
写
真

を
撮
影
し
て
く
だ
さ
い

情
報
提
供
の
方
法
　

●
公
共
施
設
な
ど
の
市
有
地
＝
電
話
で
公

園
緑
地
課（
☎
（27）
２
７
６
９
）へ

●
自
宅
な
ど
の
私
有
地
＝
市
HP
か
ら
情
報

提
供
し
て
く
だ
さ
い

防
除
用
品
を
配
布
し
ま
す

対
　
次
の
樹
木
が
あ
る
土
地
の
所
有
者
ま

た
は
管
理
者

●
予
防
策
を
講
じ
た
い
バ
ラ
科
の
樹
木

●
被
害
が
確
認
で
き
る
樹
木

配
布
す
る
物
　
❶
侵
入
防
止
ネ
ッ
ト
、
❷

拡
散
防
止
ネ
ッ
ト
、
❸
殺
虫
剤

※
❷
❸
は
被
害
樹
木
に
の
み
配
布
し
ま
す

申
　
必
要
書
類
を
持
っ
て
Ｇ
Ｘ
推
進
課
へ

必
要
書
類
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
と
、
❶
は
対
象

樹
木
の
写
真
１
枚
、
❷
❸
は
被
害
樹
木
と

被
害
箇
所
の
写
真
を
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
ず
つ

※
樹
木
が
複
数
本
あ
る
場
合
に
は
、
樹
木

ご
と
の
写
真
が
必
要
で
す

※
土
地
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
る
人
は
、

土
地
所
有
者
か
ら
の
委
任
状
が
必
要
で
す

　
６
月
か
ら
８
月
上
旬
に
現
れ
、
主
に
サ

ク
ラ
の
樹
皮
の
割
れ
目
に
産
卵
し
ま
す
。

幼
虫
の
期
間
は
２
・
３
年
で
、
春
か
ら
秋

被
害
樹
木
の
伐
採
と
処
分

　
被
害
拡
大
防
止
に
は
、
木
の
中
に
さ
な

ぎ
や
成
虫
が
い
な
い
９
月
か
ら
翌
年
４
月

ま
で
の
間
に
伐
採
を
行
う
こ
と
が
最
も
有

効
で
す
。
伐
採
を
し
た
被
害
樹
木
は
適
切

な
方
法
で
速
や
か
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
被
害
樹
木
の
適
切
な
処
分
方
法
は
市
HP

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

※
市
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
21
で
は

被
害
木
の
受
け
入
れ
は
で
き
ま
せ
ん

「伊勢崎市防災アプリ」の運用を開始しました！「伊勢崎市防災アプリ」の運用を開始しました！
問　安心安全課（☎27−27０６）

問　市民活動課（☎６1−６712）

市民参加手続で皆さんの意見を市政運営に反映市民参加手続で皆さんの意見を市政運営に反映
令和７年度の実施状況・令和８年度の実施予定令和７年度の実施状況・令和８年度の実施予定

　市は、さまざまな防災情報をまとめ、情報を
より身近に、より多くの人へ伝達する手段とし
て「伊勢崎市防災アプリ」を構築しました。防災
アプリを活用することで、日頃から防災知識を
習得できるほか、災害時には「命を
守るツール」として、避難情報や防
災情報を迅速かつ正確に受け取るこ
とが可能となります。

　市は、市民の皆さんに市政に参加してもらう市民参加
手続を実施しています。令和７年度の市民参加手続の実
施状況と、本年度実施予定の市民参加手続を公表します。
【市民参加手続の方法】
●審議会・協議会・委員会＝専門的・技術的な判断が必要なことに対
し広く意見を聞き、検討する必要があるときに組織します

●パブリックコメント手続（意見提出手続）＝市が政策を決める前に、
案を事前に公表して皆さんから意見を募り、政策に反映させ、提出
された意見や提案の概要、それに対する考え方などを公表します

●市民対話説明会＝政策案などを説明しながら、直接皆さんの意見を
聞く必要があるときに開催します

●市民アンケート＝アンケート調査を行い、多くの市民の皆さんの考
えを把握し、政策に反映させる必要があるときに行います

●その他＝ワークショップ・懇談会・懇話会など

【主な特徴】
●オフライン時でも総合防災マップの確
認が可能です

●多言語配信機能（英語・ポルトガル語・
スペイン語・べトナム語）があります

●防災に役立つリンク集を掲載します
●サイレン通知機能や音声読み上げ機能
があります

【審議会、協議会や委員会】
第２次伊勢崎市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）改定　ほか8件
【パブリックコメント手続】
中心市街地にぎわい創出拠点整備基
本構想　ほか７件
【市民対話説明会】
都市計画マスタープランおよび立地
適正化計画の改訂　ほか２件
【市民アンケート】
高齢者保健福祉計画策定のためのニ
ーズ調査　ほか３件

令和７年度の実施状況

　今後の市民参加手続の詳細は、本紙・市HP・市民情報コーナーなどで、随時お知らせします。
本年度に実施する市民参加手続

施策の名称 実施方法・予定時期 担当課
高齢者保健福祉計画 パブリックコメント手続

＝12月～令和９年１月 高齢政策課

第３次伊勢崎市空家
等対策計画の策定

審議会など＝７月～令和
９年２月 住宅課パブリックコメント手続
＝12月～令和９年１月

市が定める都市計画
の変更等 審議会など＝10月 都市計画課

伊勢崎市景観計画の
改訂

審議会など＝６月～8月
都市計画課パブリックコメント手続

＝11月
水道事業経営戦略の
策定

審議会など＝４月～8月 上下水道局
総務課パブリックコメント手続

＝６月
下水道事業経営戦略
の策定

審議会など＝４月～8月 上下水道局
総務課パブリックコメント手続

＝６月
水道料金等審議会 審議会など＝10月～令和

９年３月
上下水道局
総務課

施策の名称 実施方法・予定時期 担当課
伊勢崎市公共施設等
総合管理計画

パブリックコメント手続
＝５月～７月

公共施設マ
ネジメント
推進課

第３次総合計画前期
アクションプラン

市民アンケート＝令和９
年２月～３月 経営企画課

（仮称）伊勢崎市環境
まちづくり基本条例

審議会など＝５月～8月

環境政策課市民対話説明会＝６月
パブリックコメント手続
＝６月～７月

国民健康保険事業の
運営に関する重要事
項の審議

審議会など＝７月～令和
９年３月

国民健康保
険課

再犯防止推進計画策
定委員会

審議会など＝５月～令和
９年３月 社会福祉課パブリックコメント手続
＝未定

こども計画の策定
審議会など＝６月～令和
９年３月 子育て支援

課パブリックコメント手続
＝12月～令和９年２月

※審議会・協議会・委員会については、市民参加条例の対象とな
るものを掲載しました

▲

フ
ラ
ス

▲

脱
出
孔

▲市HP

▲市HP

◀
市
HP

▲市HP

▲市HP




